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地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
交
付
金
の
一
部
執
行
停
止
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厚
生
労
働
省
で
は
平
成
二
十
一
年
度
補
正
予
算
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
交
付
金
」
の
一
部
執
行
停
止

を
行
う
こ
と
と
し
て
、
去
る
十
月
十
六
日
、
全
国
都
道
府
県
に
一
方
的
に
通
達
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
総
額
三
一
〇
〇
億
円
の

今
年
度
事
業
を
見
直
し
、
一
〇
〇
億
円
程
度
の
事
業
は
計
画
を
取
り
や
め
、
二
五
億
円
程
度
の
計
画
で
各
都
道
府
県
に
一
律
二

地
域
ず
つ
を
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
事
業
は
地
域
に
お
け
る
医
療
課
題
の
解
決
に
向
け
て
策
定
す

る
「
地
域
医
療
再
生
計
画
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
に
設
置
す
る
基
金
の
造
成
に
必
要
な
経
費
を
交
付
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
地
域
住
民
の
生
命
に
関
わ
る
極
め
て
重
要
で
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
医
療
の
確
保
は
各
都
道
府
県

及
び
各
市
町
村
に
お
け
る
最
重
要
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
今
回
の
よ
う
な
事
業
見
直
し
は
地
域
医
療
を
後
退
さ
せ
る
施
策
に
他

な
ら
な
い
。
同
時
に
執
行
停
止
に
あ
た
っ
て
何
の
説
明
も
無
い
こ
の
よ
う
な
一
方
的
な
や
り
方
は
、
強
い
憤
り
を
覚
え
る
と
共

に
、
非
民
主
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

当
該
政
策
変
更
手
続
き
の
妥
当
性
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

二

一
〇
〇
億
円
を
上
限
と
す
る
医
療
機
関
の
再
編
等
に
必
要
な
事
業
を
取
り
や
め
、
三
〇
億
円
を
上
限
と
す
る
医
療
機
関
の

一



連
携
強
化
に
必
要
な
事
業
だ
け
を
残
し
、
こ
れ
を
二
五
億
円
程
度
の
計
画
に
し
て
各
都
道
府
県
二
地
域
ず
つ
に
変
更
す
る
と

し
て
い
る
。
な
ぜ
、
再
編
等
に
必
要
な
事
業
だ
け
取
り
や
め
る
の
か
。
ま
た
連
携
強
化
に
必
要
な
事
業
を
二
五
億
円
の
計
画

で
全
国
一
律
に
二
地
域
ず
つ
に
変
更
し
た
理
由
は
何
か
。

三

十
月
十
六
日
の
通
達
に
先
立
っ
て
、
十
月
九
日
、
厚
生
労
働
省
か
ら
都
道
府
県
に
示
さ
れ
た
「
事
務
連
絡
」
で
は
、
最
後

に
「
皆
様
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
こ
と
を
、
重
ね
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
趣
旨
で

の
「
お
詫
び
」
な
の
か
、
ま
た
こ
の
件
を
都
道
府
県
に
伝
え
る
前
に
、
事
前
に
説
明
や
意
見
聴
取
を
行
っ
た
の
か
伺
い
た

い
。

四

地
域
医
療
再
生
計
画
で
は
対
象
地
域
を
、
「
特
に
解
決
す
べ
き
課
題
を
有
す
る
二
次
医
療
圏
」
と
し
て
い
る
が
、
二
次
医

療
圏
数
は
都
道
府
県
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
。
例
え
ば
北
海
道
で
は
二
十
一
医
療
圏
だ
が
、
島
根
県
で
は
二
医
療
圏
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
各
都
道
府
県
一
律
に
二
地
域
を
対
象
と
す
る
の
は
、
公
平
感
に
欠
け
る
と
思
わ
れ
る
。
対

象
地
域
数
を
再
考
す
べ
き
と
考
え
る
が
如
何
。

五

医
師
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
資
源
の
確
保
や
医
療
設
備
の
充
実
、
ま
た
周
産
期
医
療
・
救
急
医
療
の
確
保
な
ど
、
地
域
の

抱
え
る
医
療
課
題
や
実
情
を
十
分
に
把
握
し
対
応
す
べ
く
、
交
付
金
の
弾
力
的
・
重
点
的
な
配
分
を
す
べ
き
と
考
え
る
が
、

二



所
見
を
伺
う
。

六

地
域
医
療
の
確
保
に
は
、
中
長
期
的
な
施
策
の
推
進
が
重
要
で
あ
る
。
事
業
の
十
分
な
予
算
の
確
保
と
継
続
性
が
求
め
ら

れ
る
が
、
ど
う
対
応
す
る
考
え
か
。

右
質
問
す
る
。

三


